
○
未

届
け
有

料
老

人
ホ
ー
ム
の

情
報

提
供

に
つ
い
て

○
未

届
け
有

料
老

人
ホ
ー
ム
の

情
報

提
供

に
つ
い
て

○
未

届
け
有

料
老

人
ホ
ー
ム
の

情
報

提
供

に
つ
い
て

○
未

届
け
有

料
老

人
ホ
ー
ム
の

情
報

提
供

に
つ
い
て

有
料

老
人

ホ
ー
ム

有
料

老
人

ホ
ー
ム

有
料

老
人

ホ
ー
ム

有
料

老
人

ホ
ー
ム

根
拠
：
老
人
福
祉
法
第
2
9
条
第
１
項

県
知

事
（
※

）
へ

の
設

置
届

設
置

届
設

置
届

設
置

届
が

必
要

高
齢
者
を
入
居
さ
せ
，
次
の

高
齢
者
を
入
居
さ
せ
，
次
の

高
齢
者
を
入
居
さ
せ
，
次
の

高
齢
者
を
入
居
さ
せ
，
次
の

①
～
④
の
い
ず
れ
か
を
行
う
施
設

①
～
④
の
い
ず
れ
か
を
行
う
施
設

①
～
④
の
い
ず
れ
か
を
行
う
施
設

①
～
④
の
い
ず
れ
か
を
行
う
施
設

①
食
事
の
提
供

②
介
護
の
提
供

③
家
事
の
提
供

④
健
康
管
理

ポ
イ
ン
ト１

「
届
出
」
が
な
く
て
も
，
要
件
を
満
た
し
て
い
る
施
設

は
，
老
人
福
祉
法
上
の
「
有
料
老
人
ホ
ー
ム
」
と
し

て
扱
わ
れ
る
。

ポ
イ
ン
ト２

人
数
の
多
寡
は
関
係
な
い
。
１
人
を
相
手
に
入
居

サ
ー
ビ
ス
と
介
護
等
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
て
も

該
当
す
る
。

ポ
イ
ン
ト３

入
居
サ
ー
ビ
ス
と
介
護
等
サ
ー
ビ
ス
の
「
一
体
的
な

提
供
」
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

未
届

け
有

料
老

人
ホ
ー
ム

未
届

け
有

料
老

人
ホ
ー
ム

未
届

け
有

料
老

人
ホ
ー
ム

未
届

け
有

料
老

人
ホ
ー
ム

有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
該
当
す
る
が
，
設

置
届

を
行
っ

て
い
な
い
施
設

【
懸
念
】

●
虐
待
を
は
じ
め
入
居
者
の
処
遇
に
関
し
不
当
な
行
為
が

行
わ
れ
て
い
な
い
か

●
消
防
設
備
な
ど
防
災
対
策
に
不
備
は
な
い
か

【
実
態
】

●
厚
労
省
調
査
で
は
，
全
国
で
多
数
の
施
設
が
確
認
さ
れ

て
お
り
，
県
内
に
も
存
在
し
て
い
る
。

県
の

取
組

①①① ①
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
る

有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
る

有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
る

有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
る

施
設
の
把
握

施
設
の
把
握

施
設
の
把
握

施
設
の
把
握

↓

②
施
設
の
実
態
把
握

②
施
設
の
実
態
把
握

②
施
設
の
実
態
把
握

②
施
設
の
実
態
把
握

↓

③
届
出
の
指
導

③
届
出
の
指
導

③
届
出
の
指
導

③
届
出
の
指
導

➣➣➣ ➣
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
該
当
す

有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
該
当
す

有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
該
当
す

有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
該
当
す

る
可
能
性
が
あ
る
施
設
が
あ
れ

る
可
能
性
が
あ
る
施
設
が
あ
れ

る
可
能
性
が
あ
る
施
設
が
あ
れ

る
可
能
性
が
あ
る
施
設
が
あ
れ

ば
，
県
（

ば
，
県
（

ば
，
県
（

ば
，
県
（
※※※ ※
）
へ
の
情
報
提
供

）
へ
の
情
報
提
供

）
へ
の
情
報
提
供

）
へ
の
情
報
提
供

を
お
願
い
し
ま
す

を
お
願
い
し
ま
す

を
お
願
い
し
ま
す

を
お
願
い
し
ま
す

※
広
島
市
，
呉
市
，
福
山
市
及
び
三
次
市
に
所
在
す
る
施
設
に
つ
い
て
は
，
県
知
事
で
は
な
く
，
各
市
長
へ
の
届
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

情
報
提
供
も
各
市
へ
お
願
い
し
ま
す
。

届出の促進（未届の解消）
届出の促進（未届の解消）
届出の促進（未届の解消）
届出の促進（未届の解消）

介
護

支
援

専
門

員
の

皆
様

へ
介

護
支

援
専

門
員

の
皆

様
へ

介
護

支
援

専
門

員
の

皆
様

へ
介

護
支

援
専

門
員

の
皆

様
へ

広
島

県
広

島
県

広
島

県
広

島
県

○
高

齢
者

虐
待

に
関

す
る
情

報
提

供
に
つ
い
て

○
高

齢
者

虐
待

に
関

す
る
情

報
提

供
に
つ
い
て

○
高

齢
者

虐
待

に
関

す
る
情

報
提

供
に
つ
い
て

○
高

齢
者

虐
待

に
関

す
る
情

報
提

供
に
つ
い
て

１
高
齢
者
虐
待
対
応
の
流
れ

【参考】県における高齢者虐待の状況

２
高
齢
者
虐
待
防
止
法
に
お
け
る
介
護
支
援
専
門
員
に
求
め
ら
れ
る
対
応

ＨＨＨ Ｈ
2
6年度年度年度 年度ＨＨＨ Ｈ

2
7年度年度年度 年度ＨＨＨ Ｈ

2
8年度年度年度 年度

施設内虐待
1
0
件

1
8
件

1
7
件

家庭内虐待
3
9
5
件

3
4
5
件

3
3
0
件

第５条第1項 【高齢者虐待の早期発見等】
（略）その他高齢者の福祉に業務上関係のある者は，高齢者虐待を発見しやすい立場
にあることを自覚し，高齢者虐待の早期発見に努めなければならない。

第７条第1項 【養護者による高齢者虐待に係る通報等】
養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は，当該高齢者の生
命又は身体に重大な危険が生じている場合は，速やかに，これを市町に通報しなけれ
ばならない。

第
2
1条第1項 【養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等】

養介護施設従事者等は
(中略）その業務に従事している養介護施設等において業務

に従事する養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発
見した場合は，速やかに，これを市町に通報しなければならない。

広
島
県
健
康
福
祉
局
地
域
福
祉
課
：
☎
0
8
2
-
5
1
3
-
3
1
9
9

➣➣➣ ➣
高
齢
者
虐
待
の
早
期
発
見
に
努

高
齢
者
虐
待
の
早
期
発
見
に
努

高
齢
者
虐
待
の
早
期
発
見
に
努

高
齢
者
虐
待
の
早
期
発
見
に
努

め
，
発
見
し
た
場
合
は
，
速
や
か

め
，
発
見
し
た
場
合
は
，
速
や
か

め
，
発
見
し
た
場
合
は
，
速
や
か

め
，
発
見
し
た
場
合
は
，
速
や
か

に
市
町
に
通
報
し
て
く
だ
さ
い

に
市
町
に
通
報
し
て
く
だ
さ
い

に
市
町
に
通
報
し
て
く
だ
さ
い

に
市
町
に
通
報
し
て
く
だ
さ
い

※※※ ※
第第第 第
2
1
2
1
2
1
2
1
条条条 条
777 7
項項項 項

「
養
介
護
施
設
従
事
者
等
は
，

「
養
介
護
施
設
従
事
者
等
は
，

「
養
介
護
施
設
従
事
者
等
は
，

「
養
介
護
施
設
従
事
者
等
は
，

（
中
略
）
通
報
を
し
た
こ
と
を
理

（
中
略
）
通
報
を
し
た
こ
と
を
理

（
中
略
）
通
報
を
し
た
こ
と
を
理

（
中
略
）
通
報
を
し
た
こ
と
を
理

由
と
し
て
解
雇
そ
の
他
不
利
益
な

由
と
し
て
解
雇
そ
の
他
不
利
益
な

由
と
し
て
解
雇
そ
の
他
不
利
益
な

由
と
し
て
解
雇
そ
の
他
不
利
益
な

取
扱
い
を
受
け
な
い
」
と
規
定
さ

取
扱
い
を
受
け
な
い
」
と
規
定
さ

取
扱
い
を
受
け
な
い
」
と
規
定
さ

取
扱
い
を
受
け
な
い
」
と
規
定
さ

れ
て
い
ま
す

れ
て
い
ま
す

れ
て
い
ま
す

れ
て
い
ま
す


